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（３）「指標」の定義および算出方法

指標１：応急手当受講率【救急医療２と同じ】（要市町村調査）

◆ 定義

応急手当受講者数／対象人口

分子は、都道府県、消防、市町村（学校で実施されたものを除く）、日本赤十字社により実施さ

れた応急手当普通講習（普通救命講習）の 1 年間ののべ受講者（「応急手当の普及啓発活動の推進

に関する実施要綱」に基づく「普通講習」の受講者）数とします。ここには、自動車教習所や民間

企業等で行われている講習は含みません。また、上級講習等は含みません。

分母は、分子と年次を合わせた住民基本台帳人口＋外国人登録者数とします。

◆ データの出典

データ 調査名 年次 集計表 備考

応急手当受講

者数

救急・救助の

現況

平成 17 年度 （救急編）別表 10 応急手

当普及啓発活動状況

「普通講習」の受講者数を

用いる

※上記統計には消防での実施件数がまとまっています。ここに含まれない都道府県、市町村（学校

で実施されたものを除く）、日本赤十字社により実施された応急手当普通講習を行っている場合は、

それらを別途集計し、合計します。

指標２：バイスタンダーによる心肺蘇生法実施率【救急医療３と同じ】

◆ 定義

バイスタンダーによる心肺蘇生法実施数／救急車到着前に心肺停止した搬送者数

分子は、ウツタイン様式により把握されるバイスタンダーの心肺蘇生実施件数とします。

分母は、分子と年次を合わせた救急車到着前に心肺停止した搬送者数とします。

◆ データの出典

・既存の統計では整備されていないデータのため、上記の定義に従い都道府県で新た

に調査・集計が必要です。
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指標３：医療機能情報公開率【がん５と同じ】

◆ 定義

・インターネット上で情報提供している病院数／全病院数

・インターネット上で情報提供している診療所数／全診療所数

分母は、都道府県で管理している医療機関情報提供サイト、もしくは都道府県サイトからリンク

している医師会等の職能団体のサイト等に医療機関情報が掲載されている医療機関数（医療機関名、

診療科目および連絡先について示されているもの）とします。

分母の医療機関数は、分子と時点を同一にした、都道府県内の全医療機関数とします。

病院、診療所それぞれについて把握します。

◆ データの出典

・既存の統計では整備されていないデータのため、上記の定義に従い都道府県で新た

に調査・集計をしました。

◆ 医療機能情報公表制度の利用

・医療機能情報公表制度において、都道府県が医療機関から報告のあった情報を整理

し公表の対象として、病院・診療所のホームページアドレスがありますので、これ

を利用することができます。

指標４：災害拠点病院の割合

◆ 定義

災害拠点病院数／対象人口

分子は、災害拠点病院（災害拠点病院整備事業の実施について（H8.5.10 健政発第 435 号厚生

省健康政策局長通知）において規定される病院）の施設数とします。

対象人口は、分子と年次を合わせた住民基本台帳人口＋外国人登録者数とします。

◆ データの出典

都道府県調査：

・既存の統計では整備されていないデータのため、上記の定義に従い都道府県で新た

に調査・集計が必要です。



117

◆ 備考

災害拠点病院等については「広域災害救急医療情報システム」において把握が可能です。

参考ＵＲＬ：http://www.wds.emis.or.jp/wds/wdtpmainlt.asp

◆ 医療機能情報公表制度の利用

・医療機能情報公表制度において、都道府県が医療機関から報告のあった情報を整理

し公表の対象として、医療保険･公費負担等（災害拠点病院）がありますので、これ

を利用することができます。

指標５：病院耐震化率

◆ 定義

病院耐震化率

耐震化された病院数とは、新耐震基準*を満たす病院数とし、建物の一部が新耐震基準を満たす

場合を含みます。

＊：新耐震基準とは、現行の建築基準法に定められた基準で、昭和５６年に改正され導入されたも

のです。この新耐震基準の考え方は、中規模の地震（震度５強程度）に対しては、ほとんど損

傷を生じず、極めて稀にしか発生しない大規模の地震（震度６強から震度７程度）に対しては、

人命に危害を及ぼすような倒壊等の被害を生じないことを目標としたものとなっています。

◆ データの出典

データ 調査名 年次 集計表 備考

新耐震基準で

建設された建

物の有無

病院の地震

対策に関す

る実態調査

平成 17 年 10

月公表、平成

17 年 2 月時点

調査

Q1 新耐震基準の適用状況

（都道府県別）

「すべての建物が新耐震

基準である」および「一部

の建物が新耐震基準であ

る」の合計

◆ 備考

「病院の地震対策に関する実態調査」報告書は WAMNET の「行政情報」－「「病院の地震対策

に関する実態調査」報告書について」から入手可能です。

参考ＵＲＬ：

http://www.wam.go.jp/wamappl/bb13GS40.nsf/0/ebd93ce937276f41492570ad001cf9d4/$FILE/s

iryou_all.pdf）
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指標６：DMAT（災害医療チーム）隊員割合

◆ 定義

現に救急医療に携わる DMAT 隊員数／対象人口

分子は、都道府県内の DMAT 隊員数（独立行政法人国立病院機構災害医療センター（災害医療

センター）等で実施される「日本ＤＭＡＴ隊員養成研修」を修了し厚生労働省に登録された者及び

都道府県において独自に養成した隊員の数）のうち、異動や退職者を除いた現に救急医療に携わる

DMAT 隊員数とします。

分母は、分子と年次を合わせた住民基本台帳人口＋外国人登録者数とします。

◆ データの出典

都道府県調査：

・既存の統計では整備されていないデータのため、上記の定義に従い都道府県で新た

に調査・集計が必要です。
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